
 

 

 

高
松
塚
古
墳
壁
画
発
見
五
〇
年 

「
壁
画
は
何
を
語
る
？ 

そ
の
意
義
を
再
考
す
る
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

木
下 

正
史 

一
、 

高
松
塚
古
墳
と
壁
画 

一
九
七
二
年
三
月
、高
松
塚
古
墳
で
壁
画
が
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
新
聞
各
紙
は
一
面
ト
ッ
プ
で
、「
戦
後
最 

大
の
発

見
」
・
「
世
紀
の
大
発
見
」
・「
極
彩
色
壁
画
」
・「
飛
鳥
美
人
」

な
ど
と
大
見
出
し
を
掲
げ
て
報
じ
ま
し
た
。 

以
来
五
〇
年
の
今
年
、新
聞
各
紙
は
特
集
を
組
み
、相

変
わ
ら
ず
の
大
見
出
し
が
紙
面
に
踊
り
ま
し
た
。新
聞
の
扱

い
は
適
切
で
し
ょ
う
か
。表
面
的
に
過
ぎ
、壁
画
が
持
つ
本
当

の
値
打
を
曇
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

発
見
後
、高
松
塚
古
墳
と
壁
画
の
保
存
・管
理
は
文
化

庁
が
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
九
七
六
年
、石
槨
南
側

に
保
存
修
理
施
設
が
設
置
さ
れ
、
石
槨
内
の
カ
ビ
等
の
微
生

物
被
害
に
対
応
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

二
〇
〇
一
年
、石
槨
内
に
大
量
の
カ
ビ
が
発
生
し
、微
生

物
に
よ
る
壁
面
の
汚
染
が
著
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。 

二
〇
〇
五
年
六
月
、文
化
庁
は
古
墳
か
ら
壁
画
を
石
槨

ご
と
取
出
し
、
古
墳
外
で
保
存
・修
理
す
る
こ
と
を
決
定
し
、

二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て
石
槨
を
取
り
出
す

発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。国
営
飛
鳥
歴
史
公
園
内
に

仮
設
修
理
施
設
を
建
設
し
て
、
石
槨
石
材
、壁
画
、漆
喰
の

修
理
・保
存
が
続
け
ら
れ
ま
す
。 

二
〇
二
〇
年
三
月
、カ
ビ
等
の
微
生
物
被
害
に
よ
る
汚

染
を
除
去
し
て
修
復
を
終
え
ま
す
。 

 

高
松
塚
古
墳
は
、飛
鳥
西
南
方
の
檜
隈
の
地
、つ
ま
り

天
皇
家
の
「
陵
墓
の
地
」
に
営
ま
れ
て
い
ま
す
。古
墳
は
小
さ

な
谷
の
奥
で
、
丘
陵
の
南
斜
面
に
築
か
れ
て
お
り
、風
水
思

想
に
基
づ
い
て
造
墓
さ
れ
て
い
ま
す
。 

古
墳
は
二
段
に
築
か
れ
た
径
二
三
ｍ
の
円
墳
で
、版
築

工
法
に
よ
っ
て
盛
土
さ
れ
て
い
ま
す
。
墳
丘
の
中
央
に
、二
上

山
産
凝
灰
岩
切
石
一
六
個
を
組
み
合
わ
せ
た
横
口
式
石
槨

が
安
置
さ
れ
、内
壁
全
面
に
漆
喰
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。石
槨

の
天
井
は
平
ら
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
槨
の
中
に
は
棺
台

が
あ
り
、そ
の
上
に
黒
漆
塗
木
棺
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 



 

 

                  

木
棺
の
内
面
は
朱
塗
さ
れ
て
お
り
、外
面
は
唐
草
文
や

花
弁
形
の
鍍
金
青
銅
製
飾
金
具
を
打
ち
付
け
て
装
飾
し
て

い
ま
し
た
。 

 

横
口
式
石
槨
は
一
三
世
紀
に
盗
掘
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
海
獣
葡
萄
鏡
一
面
、
刀
の
柄
や
鞘
の
銀
製
山
形
金
具
な

ど
の
飾
金
具
、
琥
珀
・ガ
ラ
ス
玉
類
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

海
獣
葡
萄
鏡
は
西
安
郊
外
の
独
孤
思
貞
墓
に
副
葬
さ
れ
て

い
る
鏡
と
同
笵
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
石
槨
内
か

ら
は
熟
年
男
性
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

横
口
式
石
槨
の
内
壁
に
は
、天
井
に
星
宿
図
、側
壁
に

日
月
図
・
四
神
図
・人
物
群
像
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。い
ず

れ
も
石
室
内
で
描
い
た
も
の
で
す
。天
井
に
は
、
中
央
に
北
極

星
と
四
輔
、そ
の
東
西
南
北
の
四
方
に
各
七
宿
、合
わ
せ
て

二
十
八
宿
の
星
宿
図
が
意
匠
化
し
て
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

星
は
円
形
の
金
箔
を
貼
り
、そ
れ
を
朱
線
で
結
ん
で
星

宿
を
表
し
て
い
ま
し
た
。
東
壁
の
中
央
上
方
に
は
日
像
、西

壁
の
対
称
位
置
に
月
像
が
描
か
れ
、両
側
壁
と
奥
壁
の
ほ
ぼ



 

 

中
央
に
は
青
龍
・白
虎
・玄
武
の
四
神
像
が
描
か
れ
て
い
ま
し

た
。
朱
雀
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

青
龍
・白
虎
像
は
尻
尾
が
股
を
く
ぐ
り
、
立
ち
上
が
る

姿
で
描
か
れ
て
お
り
、八
世
紀
頃
に
唐
で
流
行
し
た
図
像
と

共
通
し
て
い
ま
す
。 

 

東
壁
と
西
壁
に
は
、青
龍
・白
虎
を
挟
ん
で
前
側
に
男

子
像
、
後
側
に
女
子
像
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
男
子
像
は
い

ず
れ
も
冠
を
つ
け
、長
い
上
衣
と
袴
を
着
け
、黒
靴
を
は
き
、

床
几
な
ど
を
手
に
し
て
い
ま
し
た
。
女
子
像
は
長
い
上
衣
に

ス
カ―

ト
状
の
裳
を
つ
け
、如
意
・団
扇
な
ど
を
持
っ
て
い
ま

す
。
人
物
像
は
、
着
衣
、持
物
な
ど
唐
の
絵
画
と
共
通
す
る
要

素
が
あ
り
、唐
の
画
風
を
取
り
入
れ
て
描
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。 

 

高
松
塚
古
墳
と
壁
画
の
年
代
は
、
墳
丘
盛
土
出
土
の
土

器
、
当
時
の
衣
服
規
定
を
反
映
す
る
人
物
像
の
衣
服
、慶
雲

元
年(7

0
4

)

帰
国
の
遣
唐
使
が
持
ち
帰
っ
た
と
思
わ
れ
る
海

獣
葡
萄
鏡
の
副
葬
な
ど
か
ら
、 

七
〇
五
年
頃
の
造
営
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 



 

 

二
、
キ
ト
ラ
古
墳
と
壁
画 

一
九
八
一
年
、キ
ト
ラ
古
墳
石
槨
の
南
壁
に
あ
る
盗
掘

穴
か
ら
フ
ァ
イ
バ―

・ス
コ―

プ
を
挿
入
し
た
と
こ
ろ
、
北
壁

の
玄
武
像
が
写
し
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、白
虎
・青
龍
・

月
、
天
文
図
、朱
雀
の
図
像
の
発
見
が
相
次
ぎ
ま
す
。
二
つ
目

の
壁
画
古
墳
の
発
見
で
す
。 

 

キ
ト
ラ
古
墳
は
南
側
に
小
谷
が
あ
る
丘
陵
の
南
斜
面

に
営
ま
れ
て
い
ま
す
。
背
面
側
に
は
Ｕ
字
形
の
掘
り
込
み
が
あ

り
、
風
水
思
想
に
基
づ
い
て
造
墓
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
古
墳
は
径1

3
､8

ｍ
の
円
墳
で
、墳
丘
は
版
築
工
法
に
よ

る
盛
土
で
築
か
れ
て
い
ま
す
。埋
葬
施
設
は
二
上
山
産
の
凝

灰
岩
切
石1

8

個
を
組
み
合
わ
せ
た
横
口
式
石
槨
で
、天
井

石
の
内
面
は
彫
り
凹
め
ら
れ
て
お
り
、
高
松
塚
古
墳
の
石
槨

よ
り
も
古
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

石
槨
は
内
壁
全
面
に
漆
喰
が
塗
ら
れ
て
い
ま
し
た
。石

槨
内
に
は
棺
台
と
木
棺
の
痕
跡
が
あ
り
、
木
棺
は
内
外
面
朱

塗
り
で
、外
面
に
鍍
金
青
銅
製
飾
金
具
を
飾
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

盗
掘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
石
槨
内
か
ら
は
刀
の
柄
や
鞘

の
飾
金
具
、琥
珀
・ガ
ラ
ス
玉
類
、そ
し
て
熟
年
男
性
人
骨
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 

壁
画
は
、天
井
に
天
文
図
と
日
月
図
、
四
壁
に
四
神
図

と
十
二
支
図
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。高
松
塚
古
墳
壁
画
と

共
通
す
る
点
と
相
違
す
る
点
と
が
あ
り
、人
物
群
像
は
描
か

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

天
井
の
天
文
図
は
北
極
星
を
中
心
に
、三
五
〇
以
上
の

星
で
七
二
以
上
の
星
座
を
表
し
た
全
天
を
描
い
た
本 

格
的

な
天
文
図
で
し
た
。
赤
い
同
心
円
で
内
規
・赤
道
・外
規
の
三

圏
を
描
い
て
お
り
、
中
心
を
ず
ら
し
て
黄
道
を
描
い
た
精
密

な
天
体
図
で
す
。
内
規
内
に
は
北
極
五
星
や
北
斗
七
星
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
文
図
は
南
宋
淳
祐
天
文

図(

一
二
四
七
年)

を
遡
る
現
存
世
界
最
古
の
天
文
図
で

す
。た
だ
、
黄
道
の
位
置
に
間
違
が
あ
り
、
星
座
の
描
き
直
し

も
あ
り
、
後
世
の
天
文
図
と
比
べ
て
星
数
が
少
な
い
な
ど
実

用
の
天
文
図
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
原
図
は
七



 

 

世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
頃
に
日
本
に
伝
来
し
た
と
見
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

日
月
図
は
、
天
文
図
の
外
規
の
円
環
に
接
し
て
東
に
日

像
、
西
に
月
像
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
日
像
は
金
箔
を
貼
っ

て
お
り
、
鳥
の
足
と
尾
羽
と
見
ら
れ
る
墨
線
が
認
め
ら
れ
ま

す
。
三
本
足
の
烏
を
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
日
像
下
に
は

朱
線
で
雲
を
示
し
、雲
間
に
山
岳
を
描
い
て
い
ま
す
。月
像
は

銀
箔
を
貼
っ
て
お
り
、日
像
と
同
様
に
朱
線
で
雲
を
表
し
、山

岳
を
配
し
て
い
ま
す
。た
だ
、銀
箔
が
剥
離
し
て
い
る
た
め

に
、
蟾
蜍
や
月
兎
の
像
の
存
否
は
分
か
り
ま
せ
ん
。 

 

東
西
南
北
の
四
壁
の
上
方
に
は
、
青
龍
・白
虎
・朱
雀
・

玄
武
の
四
神
図
が
、そ
れ
ぞ
れ
青
白
赤
黒
の
方
位
色
で
描
か

れ
て
い
ま
す
。
白
虎
は
北
向
き
で
す
。
朱
雀
像
は
流
麗
な
運

筆
と
鮮
や
か
な
色
彩
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。十
二
支
像
は
各

壁
に
三
像
ず
つ
四
神
図
の
下
に
東
西
南
北
の
方
位
色
で
描
か

れ
て
い
ま
し
た
。
獣
頭
人
身
像
で
、い
ず
れ
も
長
袍
、つ
ま
り

袖
の
長
い
上
着
を
着
し
、右
手
に
槍
状
の
武
器
や
盾
を
持
っ

て
い
ま
す
。子
・丑
・寅
・午
・戌
・亥
が
確
認
で
き
て
い
ま
す
。 

                  



 

 

 

漆
喰
壁
が
壁
面
か
ら
剥
離
し
て
浮
き
上
が
り
、壁
画
は

剥
げ
落
ち
そ
う
な
状
態
で
し
た
。そ
こ
で
、
ヘ
ラ
や
新
開
発
の

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・ワ
イ
ヤ―

ソ
－
で
一
一
四
三
片
に
分
割
し
て

壁
画
を
壁
面
ご
と
取
り
外
し
、
仮
設
修
理
施
設
で
カ
ビ
等
の

微
生
物
被
害
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
、漆
喰
層
の
強
化
処
理

が
行
わ
れ
ま
し
た
。修
理
終
了
後
、分
割
し
た
一
一
四
三
片

は
狂
い
な
く
再
構
成
さ
れ
、四
神
の
館
で
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
。 

三
、
壁
画
は
、ど
の
よ
う
な
思
想
を
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？  高

松
塚
古
墳
の
男
子
群
像
の
う
ち
、東
壁
に
描
か
れ
た

最
前
列
の
人
物
に
は
、貴
人
に
さ
し
か
け
る
蓋
が
描
か
れ
て

お
り
、
他
の
人
物
像
は
折
り
た
た
ん
だ
椅
子
を
持
っ
た
り
、
首

か
ら
袋
を
下
げ
る
姿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
女
子
像
も
、如

意
・
団
扇
・蝿
払(ﾎｯｽ

)

な
ど
を
手
に
し
て
い
ま
す
。 

 

『
貞
観
儀
式
』
元
正
受
群
臣
朝
賀
儀
条
、つ
ま
り
元
旦

朝
賀
の
儀
式
を
定
め
た
規
定
に
よ
る
と
、「
官
人
は
蓋
・円
翳

(ｻ
ｼ
ﾊ
ﾞ

、顔
を
覆
う
団
扇)

・円
羽
・横
羽
・弓
・箭
・太
刀
・鉾
・

杖
・如
意
・蝿
払(ﾎ

ｯｽ
)

・
柳
筥
・胡
床(ｺｼｮｳ

)

な
ど
の
威
儀
具

を
持
っ
て
、
朝
堂
院
朝
庭
の
東
西
に
並
び
、太
刀
な
ど
武
器
類

は
袋
に
容
れ
る
」
と
見
え
ま
す
。人
物
群
像
に
は
、
こ
の
規
定

に
見
え
る
威
儀
具
の
ほ
と
ん
ど
を
描
い
て
い
ま
す
。ま
た
、

『
延
喜
式
』
踐
祚
大
嘗
祭
条
の
卯
日
の
儀
式
条
、つ
ま
り
天

皇
即
位
後
、初
め
て
行
う
新
嘗
祭
の
儀
式
を
定
め
た
規
定
に

も
、「
諸
司 

威
儀
の
物
を
陳
列
す
る
こ
と
元
旦
の
儀
の
如

し
」
と
あ
り
ま
す
。
高
松
塚
古
墳
に
描
か
れ
た
人
物
群
像
の

持
物
は
、元
旦
朝
賀
の
儀
式
で
の
官
人
ら
の
持
物
と
一
致
し

て
い
る
の
で
す
。
一
方
、喪
葬
令
の
親
王
の
葬
送
具
は
、「
方

相
轆
車(ﾆ

ｼｬ)

・鼓
・大
角
・小
角 

・幡
・金
鉦
鐃
鼓
・楯
」
と

あ
り
、
壁
画
は
葬
送
儀
礼
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

東
壁
最
前
列
の
男
子
像
上
を
覆
う
蓋
は
、
頂
部
と
四

隅
が
濃
緑
の
錦
で
覆
わ
れ
、
四
隅
か
ら
房
を
垂
ら
し
て
い
ま

す
。
深
緑
色
の
蓋
は
一
位
の
位
の
者
が
使
う
蓋
で
、そ
れ
が

被
葬
者
を
示
す
も
の
と
し
ま
す
と
、
被
葬
者
は
一
位
に
相
当

す
る
位
の
者
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 



 

 

 

壁
画
の
内
容
は
中
国
に
起
源
し
た
「
陰
陽
五
行
説
」
を

図
像
で
示
し
た
も
の
で
す
。「
陰
陽
五
行
説
」
と
は
、中
国
古

代
の
宇
宙
観
・世
界
観
で
し
て
、
陰
陽
説
と
五
行
説
が
融
合

し
た
も
の
で
す
。「
陰
陽
説
」
は
陰
と
陽
の
二
気
の
消
長
に
よ

っ
て
万
物
の
生
成
変
化
を
説
く
思
想
で
す
。「
五
行
説
」
は
万

物
の
根
源
を
木
・火
・土
・金
・水
の
五
元
素
に
お
き
、そ
れ
ら

の
関
係
、消
長
に
よ
っ
て
宇
宙
は
変
化
す
る
と
考
え
る
自
然

論
的
な
宇
宙
観
・歴
史
観
で
す
。「
陰
陽
五
行
説
」
は
天
文
・

暦
法
・
医
学
な
ど
に
影
響
を
与
え
、儒
学
と
と
も
に
日
本
に

伝
来
し
、
古
代
の
政
治
・社
会
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え

ま
し
た
。 

 

さ
て
、古
代
中
国
で
は
日
月
天
辰
の
天
上
界
の
状
況

と
、
地
上
界
の
変
動
と
を
対
応
さ
せ
る
思
想
が
発
達
し
ま
し

た
。
古
代
中
国
の
天
文
観
で
は
、
不
動
の
北
極
星
を
天
帝
の

常
居
と
見
て
、天
上
界
の
中
心
と
し
、そ
の
周
囲
の
全
天
を

２
８
に
分
割
し
て
二
十
八
宿
と
し
ま
し
た
。二
十
八
宿
の
そ

れ
ぞ
れ
の
名
称
は
す
で
に
殷
墟
出
土
の
卜
辞
に
見
え
ま
す
。

周
王
朝
の
人
々
は
、「
皇
帝
」
と
は
天
界
の
絶
対
神
の
天
帝
の

子
、つ
ま
り
天
子
で
あ
っ
て
、
天
子
は
天
帝
の
命
を
受
け
て
地

上
の
統
治
を
代
行
す
る
と
考
え
た
の
で
す
。 

                



 

 

「
天
皇
」
の
称
号
も
道
教
の
北
辰
信
仰
の
最
高
神
「
天

皇
大
帝
」
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
陰
陽
五
行
説
は
、天
命
を

受
け
て
地
上
を
統
治
す
る
皇
帝
の
政
治
・社
会
思
想
と
し
て

重
要
視
さ
れ
た
の
で
す
。  

ま
た
古
代
中
国
で
は
、皇
帝(

天

子)

の
宮
殿
の
正
殿
は
「
太
極
殿(ﾀｲｷｮｸﾃﾞﾝ

)

」
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
「
太
極
殿
｝
と
は
北
天
中
央
の
北
極
星(

太
極
星)

に

基
づ
く
呼
称
で
、「
太
極
」
と
は
「
天
地
万
物
の
根
源
」(

『
易

経
』)

を
意
味
し
ま
す
。 

天
帝
か
ら
地
上
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
証
に
、天
帝
の

常
居
で
あ
る
「
北
極
星
」
に
擬
え
た
「
太
極
殿
」
を
営
む
こ
と

で
天
子
の
政
治
は
権
威
づ
け
ら
れ
ま
す
。「
太
極
殿(ﾀｲｷｮｸ

ﾃ
ﾞ
ﾝ
)

」
の
名
は
魏
の
王
宮
正
殿
の
名
称
と
し
て
明
帝
の
青
龍

三
年(

二
三
五)

の
記
事
に
見
え
ま
す
。唐
長
安
城
の
正
殿
も

「
太
極
殿
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。 

 

日
本
で
の
本
格
的
な
「
大
極
殿
」
は
藤
原
宮
で
始
ま

り
、
初
め
て
礎
石
建
ち
瓦
葺
の
大
陸
様
式
の
建
築
が
採
用
さ

れ
ま
し
た
。
北
魏
洛
陽
城
や
唐
長
安
城
の
「
太
極
殿
」
の
考

え
方
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
す
。「
大
極
殿
」
は
即
位
や
元

旦
朝
賀
、
外
国
使
節
の
接
見
な
ど
国
家
の
最
重
要
儀
式
・行

事
を
挙
行
す
る
宮
殿
最
重
要
の
殿
舎
で
し
た
。
天
皇
が
「
大

極
殿
」
に
出
御
し
て
行
わ
れ
る
儀
式
は
、君
臣
の
秩
序
を
確

認
し
、天
皇
と
国
家
の
威
厳
を
示
す
た
め
の
も
の
と
言
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 

中
国
の
天
文
思
想
は
、日
本
へ
は
飛
鳥
時
代
に
本
格
的

に
導
入
さ
れ
ま
す
。
律
令
制
下
で
は
中
務
省
の
中
に
「
陰
陽

寮
」
が
設
置
さ
れ
、
天
文
・暦
・時
刻
・占
い
の
仕
事
を
担
当
し

ま
し
た
。
『
日
本
書
紀
』
天
武4

年(

六
七
五)

の
記
事
に
「
陰

陽
寮
」
の
名
が
見
え
ま
す
か
ら
、よ
り
前
か
ら
存
在
し
た
の

で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
四
神
は
、陰
陽
五
行
思
想
で
は
天
の
東

西
南
北
の
四
方
を
守
る
神
で
す
。 

前
漢
代
の
『
淮
南
子
』｢

天
文
訓
」
に
は
、東
方
の
獣
を

青
竜
、南
方
を
朱
鳥
、西
方
を
白
虎
、北
方
を
玄
武
、中
央
を

黄
竜 

と
し
、各
方
角
の
守
り
神
と
記
載
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、星
宿
図
・日
月
図
・四
神
図
は
陰
陽
が
調

和
し
、五
行
が
正
し
く
循
環
す
る
様
を
表
現
し
て
い
る
の
で

す
。 



 

 

四
、｢

文
物
の
儀
、是(ｺｺ

)

に
備
れ
り｣ 

 
文
武
五
年(

七
〇
一)

六
月
、唐
の
律
令
に
倣
っ
た
「
大

宝
律
令
」
が
制
定
さ
れ
ま
す
。「
大
宝
律
令
」
で
は 

「
令
」
の

ほ
か
に｢

律｣(
刑
罰
法)

を
備
え
て
お
り
、
初
め
て
体
系
法
典

が
整
え
ら
れ
た
の
で
す
。同
年
三 

月
、対
馬
か
ら
黄
金
が
献

ぜ
ら
れ
、「
大
宝
」
の
元
号
を
立
て
ら
れ
ま
す
。最
初
の
元
号

で
す
。 

 

大
宝
元
年
と
い
う
年
は
、
律
令
制
に
よ
る
中
央
集
権
国

家
「
日
本
国
」
を
作
り
上
げ
、本
格
的
宮
殿
・藤
原
宮
と
最
初

の
都
城
・新
益
京
を
完
成
さ
せ
た
画
期
的
な
年
で
し
た
。 

こ
の
年
、三
〇
余
年
ぶ
り
に
遣
唐
使
を
任
命
し
、派
遣
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、当
代
一
流
の
知
識
人
・粟
田
真
人
が
執

節
使
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。粟
田
真
人
ら
は
七
〇
二
年
六

月
に
大
宝
律
令
を
持
し
て
唐
へ
出
発
し
、翌
年
長
安
に
到
着

し
、
則
天
武
后
に
謁
見
し
て
、律
令
を
制
定
し
た
こ
と
、
国
号

を
「
日
本
国
」
と
名
乗
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。 

粟
田
真
人
ら
は
翌
七
〇
四
年
に
帰
国
し
て
い
ま
す
。 

 

『
続
日
本
紀
』
文
武
五
年
正
月
朔
日
の
記
事
に
は
「
天

皇
御
大
極
殿
受
朝
、其
儀
於
正
門
樹
烏
形
幢
、 

左
日
像
青

竜
朱
雀
幡
、右
月
像
玄
武
白
虎
幡
、蕃
夷
使
者
陳
列
左
右
、

文
物
之
儀
於
是
備
矣
」
、
す
な
わ
ち
元
旦
に
、大
極
殿
院
正

門
前
の
中
央
に
烏
形
幢
を
立
て
、
左
側
に
日
像
・青
龍
・朱
雀

の
幡
、右
側
に
月
像
・
玄
武
・白
虎
の
幡
を
立
て
、
朝
堂
院
の

朝
庭
に
貴
族
・官
人
、
蕃
夷
国
の
使
者
が
、東
西
に
分
か
れ
て

参
列
し
て
儀
式
が
行
わ
れ
た
、と
あ
り
ま
す
。 

元
旦
朝
賀
の
儀
式
と
は
、毎
年
元
旦
に
天
皇
が
貴
族
や

臣
下
か
ら
年
賀
を
受
け
、君
主
と
臣
下
と
の
関
係
を
確
認
す

る
国
家
最
重
要
の
儀
式
で
、天
皇
の
即
位
式
と
並
ぶ
「
大

儀
」
で
し
た
。 

「
大
宝
律
令
」
完
成
の
目
前
の
文
武
五
年
元
旦
に
、盛
大

な
朝
賀
の
儀
式 

が
催
さ
れ
た
の
で
す
。「
文
物
の
儀
、是
に

備
れ
り
」
。
儀
式
・威
儀
、学
問
・
芸
術
、政
治
、法
律
に
関
わ

る
文
物
の
諸
制
度
が
是
に
至
っ
て
す
べ
て
整
っ
た
と
宣
言
し

て
い
ま
す
。律
令
国
家
「
日
本
国
」
の
幕
開
け
を
高
ら
か
に
宣

言
す
る
「
世
紀
の
祝
典
」
の
様
子
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。 



 

 

 

天
帝
に
擬
さ
れ
た
天
皇
は
、古
代
中
国
の
道
教
的
な

宇
宙
観
で
あ
る
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
い
て
、天
帝
の
住
ま

い
に
擬
え
た
「
大
極
殿
」
前
に
七
本
の
幢
幡
を
立
て
て
元
旦

朝
賀
の
儀
式
や
即
位
儀
式
な
ど
国 

家
最
重
要
の
儀
式
を
挙

行
し
た
の
で
す
。 

 

中
央
の
三
本
足
烏
、左
右
の
日
月
像
、四
神
図
の
七
本

の
幢
幡
の
配
置
は
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
く
天
皇
を
中
心

と
し
た
律
令
国
家
の
統
治
理
念
を
示
し
た
も
の
で
す
。 

中
央
に
立
て
ら
れ
た
烏
形
幢
は
最
重
要
の
幢
で
、皇
位

を
象
徴
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
三
本
足
の
烏
は
中
国
神
話

で
も
霊
鳥
と
し
て
登
場
し
ま
す
。 

日
月
像
・四
神
図
は
陰
陽
が
調
和
し
、五
行
が
正
し
く

循
環
す
る
様
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
高
松
塚
古
墳
や
キ
ト
ラ

古
墳
の
壁
画
は
、理
想
の
統
治
が
死
後
も
永
遠
に
続
く
こ
と

を
願
い
描
い
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

二
〇
一
六
年
、藤
原
宮
大
極
殿
正
門
前
の
朝
堂
院
朝

庭
で
、
七
本
の
幢
幡
の
竿
を
立
て
た
柱
穴
群
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
ち
な
み
に
大
極
殿
正
門
は
東
西
七
間(

約
三
五
ｍ)

、南

北
二
間(

一
〇
ｍ)

の
建
物
と
分
か
っ
て
い
ま
す
。幢
幡
の
竿
を

立
て
た
柱
穴
は
七
ヵ
所
あ
り
、大
極
殿
正
門
の
中
軸
線
、つ
ま

り
藤
原
宮
の
中
軸
線
上 

に
一
個
、
そ
の
東
西
に
三
角
形
に

そ
れ
ぞ
れ
三
個
づ
つ
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。柱
穴
は
一
辺

一
、九
ｍ
～
二
、
一
ｍ
の
方
形
で
、 

深
さ
は
一
ｍ
ほ
ど
で
し
た
。 

中
軸
線
上
の
柱
穴
は
南
門
基
壇
端
か
ら
南
へ
二
一
ｍ
、つ

ま
り
七
〇
尺
の
位
置
に
あ
り
、柱
径
は
七
〇
㎝
で
、
柱
は
抜
き

取
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
三
角
形
配
置
の
柱
穴
の
内
側
の
東
西

柱
間
の
距
離
は
二
四
ｍ
、
つ
ま
り
八
〇
尺
で
、そ
れ
は
大
極
殿

院
正
門
の
中
央5

間
の
幅
と
合
致 

し
て
い
ま
す
。 

外
側
の
柱
穴
は
内
側
の
柱
穴
か
ら
六
ｍ
、す
な
わ
ち
二
〇

尺
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。
発
見
し
た
幢
幡
竿
の
柱
穴
は
七
〇

一
年
の
元
旦
朝
賀
の
儀
式
で
立
て
た
幢
竿
の
跡
と
考
え
て

間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

令
制
で
は
、元
旦
朝
賀
と
即
位
の
大
儀
で
は
大
極
殿

前
に
銅
烏
像
・日
像
・
月
像
の
幢
と
朱
雀
・
青
龍
・白
虎
・玄

武
の
四
神
の
幡
を
立
て
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
。 



 

 

九
二
七
年
成
立
の
『
延
喜
式
』
に
も
元 

旦
朝
賀
や
即

位
な
ど
の
大
儀
で
の
立
幢
規
定
が
見
え
ま
す
。そ
れ
に
よ
る

と
、
七
本
の
幢
幡
は
二
〇
尺
間
隔 

で
、東
西
一
直
線
に
立
て

並
べ
、
そ
の
他
、左
右
近
衛
府
・左
右
兵
衛
府
が
竜
尾
道
下
な

ど
に
、
竜
像
・鷹
像
、虎
像
・熊
像
な
ど
の
旗
を
立
て
並
べ
る
こ

と
を
記
載
し
て
い
ま
す
。 

 

平
城
宮
後
期
大
極
殿
の
南
前
庭
で
は
、七
八
一
年
に

行
わ
れ
た
桓
武
天
皇
即
位
儀
式
で
立
て
た
幢
幡
の
柱 

穴
七

ヵ
所
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。柱
穴
は
四
ｍ×

二
ｍ
ほ
ど
で
、幢
幡

の
竿
と
支
柱
の
計
三
個
の
穴
が
あ
り
ま
し
た
。
幢
幡
の
竿
は

東
西
一
直
線
に
立
て
並
べ
ら
れ
て
お
り
、柱
穴
は
約
七
、五

ｍ
、
す
な
わ
ち
二
五
尺
間 

隔
で
立
て
並
べ
ら
れ
、七
本
の
幢

幡
の
東
西
総
長
は
約
四
五
ｍ
、つ
ま
り
一
五
〇
尺
を
測
り
、
大

極
殿
の
間
口 

幅
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま
す
。 

 

神
宮
文
庫
『
群
書
類
聚
』
に
収
め
ら
れ
た
「
文
安
御
即

位
調
度
之
図
」
は
一
二
世
紀
頃
の
幢
幡
樹
立
の
様
子
を
描
い

た
も
の
で
、
文
安
元
年(

一
四
四
四)

に
藤
原
光
忠
が
書
写
し

た
も
の
を
基
に
し
た
江
戸
時
代
の
写
本
で
す
。 

七
本
の
幢
幡
は
、中
央
に
銅
烏
幢
、そ
の
左(

東)

に
日
像

幡
と
青
龍
旗
・
朱
雀
旗
を
立
て
、右( 

西)

に
月
像
幡
と
白
虎

旗
・玄
武
旗
を
一
直
線
に
配
列
し
て
お
り
、
幢
竿
の
高
さ
は

い
ず
れ
も
九
ｍ
と
あ
り
ま
す
。 

銅
烏
幢
は
、
幢
竿
の
先
に
銅
製
の
蓮
華
座
上
に
三
本
足

の
烏
を
据
え
、七
筋
の
玉
飾
を
垂
ら
し
て
い
ま
す
。日
像
の
幡

は
径
三
尺
の
金
銅
製
円
盤
に
金
箔
を
貼
り
、
そ
の
上
に
朱
で

烏
を
描
き
、
円
盤
の
下
に
九
輪
を
は
め
て
い
ま
す
。 

月
像
の
幡
も
径
三
尺
の
金
銅
製
円
盤
に
桂
樹
・兎
・
キ

ガ
エ
ル
を
描
い
て
お
り
、
円
盤
の
下
に
九
輪
を
は
め
て
い
ま

す
。
月
兎
図
は
不
老
長
寿
の
妙
薬
を
搗
く
図
で
、道
教
的
な

神
仙
思
想
を
基
に
し
た
図
像
で
す
。 

四
神
像
の
幡
は
、四
角
い
錦
の
布
に
朱
雀
・青
竜
・玄
武
・

白
虎
の
四
神
を
描
い
て
お
り
、竿
の
先
端
に
矛
を
立
て
四
神

像
下
に
四
枚
の
布
を
垂
ら
し
て
い
ま
す
。 

 
江
戸
時
代
中
期
に
描
か
れ
た
「
御
即
位
之
図
」
は
内
裏

正
殿
に
あ
た
る
紫
宸
殿
で
の
即
位
式
の
模
様
を
描
い
た
も
の

で
、紫
宸
殿
前
に
七
本
の
幢
幡
と
、そ
の
前
の
東
西
に
、そ
れ



 

 

ぞ
れ
五
本
以
上
の
旗
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
七
本
の
幢
幡
は

「
文
安
御
即
位
調
度
之
図
」
と
共
通
し
て
い
ま
す
。 

元
旦
朝
賀
と
即
位
式
で
の
立
幢
制
度
は
文
武
五
年
の

元
旦
朝
賀
の
儀
式
で
成
立
し
た
制
度
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
江

戸
時
代
ま
で
継 
承
さ
れ
た
の
で
す
。 

藤
原
宮
大
極
殿
南
門
前
で
発
見
さ
れ
た
幢
幡
七
本
の

配
列
の
在
り
方
は
、
陰
陽
五
行
の
調
和
を
願
う
七
曜
図
を
地

上
に
投
影
し
た
も
の
で
し
た
。 

五
、
藤
原
宮
の
建
設 

 

『
日
本
書
紀
』
天
武
一
三
年(

六
八
四)
二
月
二
八
日

の
記
事
に
は
、広
瀬
王
・大
伴
安
麻
呂
、判
官
・録
事
・陰
陽

師
・
工
匠
等
を
畿
内
に
遣
し
て
、
都
造
る
べ
き
地
を
視
占
さ

せ
た
と
見
え
ま
す
。三
月
九
日
の
記
事
に
は
、「
天
皇
、京
師

を
巡
行
き
た
ま
ひ
て
、
宮
室
之
地
を
定
め
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、

こ
の
と
き
定
め
ら
れ
た
宮
地
こ
そ
藤
原
宮
地
で
す
。藤
原
宮

地
は
香
具
山
・耳
成
山
・畝
傍
山
の
大
和
三
山
と
飛
鳥
川
が

鎮
護
す
る
四
神
相
応
の
地
に
営
ま
れ
ま
し
た
。藤
原
宮
地

は
、
陰
陽
師
が
陰
陽
五
行
説
に
適
っ
た
吉
地
と
視
占
し
た
の

を
受
け
て
、
宮
の
適
地
と
し
て
決
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。 

 

天
皇
を
頂
点
と
す
る
律
令
制
に
よ
る
中
央
集
権
国
家

は
、
大
宝
律
令
、二
官
八
省
制
、
天
皇
称
号
、
儀
式
、元
号
制
、

国
郡
里
制
な
ど
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
上
が
り

ま
す
。 藤

原
宮
と
新
益
京
は
理
想
の
政
治
を
実
現
す
る
舞
台

と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
、そ
れ
は
中
国
の
宇
宙
観
・世

界
観
を
基
に
、方
形
の
宮
殿
・方
形
都
城
が
採
用
さ
れ
、初
め

て
瓦
葺
き
礎
石
建
ち
の
大
陸
様
式
の
宮
殿
が
建
設
さ
れ
ま

し
た
。
先
述
し
た
と
お
り
、藤
原
宮
正
殿
の
「
大
極
殿
」
も
中

国
皇
帝
の
公
的
政
治
の
正
殿
の
「
太
極
殿
」
に
倣
っ
て
建
設

さ
れ
た
も
の
で
す
。 

七
世
紀
後
半
か
ら
８
世
紀
初
頭
、
為
政
者
達
は
中
国
皇

帝
の
国
土
統
治
理
念
や
律
令
制
度
、
宮
殿
構
造
な
ど
を
導

入
し
て
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
制
に
よ
る
中
央
集
権
国

家
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
す
。 



 

 

 

高
松
塚
古
墳
・キ
ト
ラ
古
墳
の
壁
画
の
内
容
は
、
律
令

の
編
纂
、律
令
国
家
「
日
本
国
」
の
建
設
、藤
原
宮
と
新
益
京

の
建
設
の
理
念
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
壁
画
の
日

像
・
月
像
・四
神
図
は
、
元
旦
朝
賀
の
儀
式
や
天
皇
の
即
位

儀
式
で
立
て
る
七
本
の
幢
幡
と
同
じ
内
容
構
成
で
す
。陰
陽

五
行
説
に
基
づ
く
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
国
家
の
統
治

理
念
を
表
現
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。 

北
極
星
座
群
を
描
い
て
い
る
の
は
、
天
上
を
天
帝
が
、
地

上
を
皇
帝
が
支
配
す
る
体
制
を
来
世
ま
で
維
持
す
る
と
い

う
中
国
の
政
治
思
想
に
基
づ
い
て
お
り
、被
葬
者
を
天
帝
に

擬
え
て
描
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

高
松
塚
古
墳
の
被
葬
者
は
、天
皇
に
近
い
皇
族
説
、有

力
官
人(

貴
族)

説
、渡
来
系
王
族
説
な
ど
が
提
唱
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
律
令
国
家
の
理
想
の
統
治
理
念
を
描
く
壁
画
の
主

題
を
考
え
る
と
、
皇
族
そ
れ
も
天
皇
に
近
い
地
位
に
あ
っ
た

人
物
以
外
に
は
考
え
難
い
の
で
す
。
高
松
塚
古
墳
か
ら
は
壮

年
男
子
の
遺
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
被
葬
者
の
有
力
候
補
と

し
て
忍
壁
皇
子
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。 

忍
壁
皇
子
は
天
武
天
皇
の
第
九
皇
子
で
、生
年
は
不
明

で
す
が
、亡
く
な
っ
た
の
は
七
〇
五
年
で
す
。忍
壁
皇
子
は
大

宝
律
令
編
纂
を
主
宰
し
、七
〇
三
年
に
知
太
政
官
事
と
な
っ

て
政
務
を
統
括
し
ま
し
た
。
そ
し
て
慶
雲
三
年(

七
〇
五)

年

五
月
に
三
品
で
薨
去
し
て
い
ま
す
。 

 

高
松
塚
古
墳
の
人
物
群
像
は
、大
宝
律
令
が
完
成
し

た
大
宝
元
年
の
元
旦
朝
賀
の
儀
式
の
様
子
を
描
い
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
海
獣
葡
萄
鏡
は
遣
唐
執
節
使
の
粟

田
真
人
が
七
〇
四
年
に
唐
か
ら
持
ち 

帰
っ
て
、忍
壁
皇
子
に

献
じ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
粟
田
真
人
は
大
宝
律

令
の
編
纂
に
、
学
識
面
を
主
導
す
る
立
場
で
参
画
し
て
お

り
、
忍
壁
皇
子
と
の
深
い
関
係
が
窺
え
ま
す
。 

 

高
松
塚
古
墳
・
キ
ト
ラ
古
墳
の
壁
画
は
、古
代
集
権
国

家
が
飛
鳥
・藤
原
の
地
で
確
立
し
て
い
っ
た
頃
を
目
に
見
え

る
形
で
物
語
っ
て
い
ま
す
。
「
日
本
国
誕
生
」
の
日
が
生
々
し

く
蘇
っ
て
き
ま
す
。 

 
高
松
塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
は
、「
飛
鳥
・藤
原
」
の
世

界
遺
産
登
録
を
め
ざ
す
構
成
資
産
群
の
中
で
も
重
要
な
資



 

 

産
で
す
。高
松
塚
古
墳
と
キ
ト
ラ
古
墳
を
含
む
資
産
群
は
、

「
中
央
集
権
国
家
の
形
成
過
程
を
物
語
る
希
有
の
文
化
遺

産
」
で
あ
り
、「
東
ア
ジ
ア
と
の
技
術
や
文
化
の
交
流
」
を
明

確
に
示
す
顕
著
な
価
値
を
持
つ
資
産
で
す
。世
界
遺
産
と
し

て
ま
さ
に
相
応
し
い
価
値
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

高
松
塚
古
墳
・キ
ト
ラ
古
墳
の
壁
画
は
国
宝
で
あ
り
、

古
墳
は
特
別
史
跡
で
す
。両
古
墳
と
も
に
飛
鳥
国
営
公
園

内
に
あ
り
、
明
日
香
法
の
対
称
と
し
て
、日
本
で
最
も
手
厚

く
保
護
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。 

石
槨
や
壁
画
を
墳
丘
か
ら
取
り
外
し
て
い
る
こ
と
、現

地
保
存
が
か
な
わ
な
か
っ
た
事
情
や
そ
の
検
討
の
過
程
、取

り
外
し
や
修
理
等
の
実
際
、当
分
の
間
、古
墳
外
で
保
存
・活

用
す
る
こ
と
を
国
際
社
会
に
し
っ
か
り
と
発
進
し
、理
解
を

得
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 


